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許可番号 第 ０ １  ２ ２ ０ ０ ３  ４ ４ ８ ８ 号

産業廃棄物処分業許可証

東京都墨田区緑一了目４番１ ９号

リバ一株式会社

代表取締役 松岡 直人

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１ ４条第６項の許可を受けた者であることを証する。

許 可 の 年 月 日

許可の有効年月日

千葉県知事 熊 谷 俊

令 和 ４ 年 ７ 月  １ 日

令 和 ９ 年 ６ 月 ３  ０日

１ 事業の範囲

（１）事業の区分

破砕及び切断による中間処理

（２）産業廃業物の種類

ア 破砕による中問処理に係るもの

（ア）廃プラスチック類（自動車等破砕物を含む。）、 （イ）紙くず、 （ウ）木くず、

（Ｉ）繊維くず、 （オ）金属くず（自動車等破砕物を含む。）、

的）ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず（自動車等破砕物を含む。）、

（キ）がれき類 

イ 切断による中間処理に係るもの

金属くず（自動車等破砕物を含む。）

（これらのうち、廃自動車、廃電気機械器具を含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。）

※「石綿含有産業廃棄物を含む」の記載のない種類については、石綿含有産業廃棄物を処分

できない。

※「水銀使用製品産業廃棄物を含む」、 「水銀含有ばいじん等を含む」の記載のない種類につい

ては、 それそれ水銀使用製品産業廃表物、 水銀含有ばいじん等を処分できない。

２ 事業の用に供する全ての施設

許可証別紙１、 ２及び３のとおり

３ 許可の条件

産業廃棄物の処理により発生する粉じんについては、 処理施設及び保管施設の維持管理の徹底
並びに散水の実施により、 周辺への飛散を防止すること。

続 く ）



許 き



許可証別紙 1

事 業 の 用 に 供 す る 全 て の 施 設

許可番号 第０ 1 ２ ２ ０ ０ ３  ４ ４ ８ ８ 号

施設の種類

（許可年月日及び許可番号）

処理能力又は保管量

（設置年月日）
数量 設置場所

ｌ

破砕施設

（施行令第７条第７号、第８号の２）

（平成２ １年５月１ ９日、

第２ １ － ２ － ３ ５ ２号）

（合併認可：令和４年５月１０日）

廃プラスチック類
３４８ ｔ／日（２１． ８ ｔ／時Ｘ１６時間）

紙くず ３７４ ｔ／日（２３． ４ ｔ／時Ｘ１６時間）
木くず ４６８ ｔ／日（２９． ２ ｔ／時ｘ１６時間）
繊維くず ３７４ ｔ／日（２３． ４ ｔ／時ｘ１６時間）
金属くず ３１５０ ｔ／日 （１９７ ｔ／時 >< １６時間）
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず

ｌ l６８ ｔ／日（７３ ｔ／時Ｘ１６時間）
がれき類 １１６８ ｔ／日（７３ ｔ／時 >< ｌ６時間）

１

千集県市原市

八幅海岸通

７番１の一部、

７番３の一部、

７番４の一部

１
次
破
砕
機＿、
、＿／

廃プラスチック類
１７４ ｔ／日（１０． ９ ｔ／時Ｘｌ６時間）

紙くず １８７ ｔ／日 （１ 1． ７ ｔ／時ｘｌ６時間）
木くず ２３４ ｔ／日 （１４． ６ ｔ／時ｘｌ６時間）
繊維くず １８７ｔ／日（１１． ７ ｔ／時Ｘ１６時間）
金属くず Ｉ６３４ ｔ／日 （１０２ ｔ／時Ｘ１６時間）
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

５８４ ｔ／日（３６． ５ ｔ／時ｘ１６時間）
がれき類 ５８４ ｔ／日（３６． ５ ｔ／時ｘ１６時間）

（平成２ １年３月１ １日）

１
次
破
砕
機
１一、

、＿／

廃プラスチック類

１７４ ｔ／日（１０． ９ ｔ／時ｘ１６時問）
紙くず １８７ ｔ／日（１１． ７ ｔ／時ｘ１６時間）
木くず ２３４ｔ／日（１４． ６ ｔ／時Ｘ１６時間）
繊維くず １８７ ｔ／日（１１． ７ ｔ／時ｘ１６時間）
金属くず １６３４ ｔ／日 （１０２ ｔ／時ｘ１６時間）
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず

５８４ ｔ／日（３６． ５ ｔ／時Ｘ１６時間）
がれき類 ５８４ ｔ／日（３６． ５ ｔ／時ｘ１６時間）

（平成２ １年６月２ ３日）

２
次
破
砕
機

廃プラスチック類
６６ 1 ｔ／日（４１． ３ ｔ／時Ｘ１６時間）

紙くず ８８２ ｔ／日（５５． １ ｔ／時ｘ１６時間）
木くず １１８０ｔ／日 （７３． ５ ｔ／時Ｘ１６時間）
繊維くず ６６ 1 ｔ／日（４１． ３ ｔ／時Ｘ１６時間）
金属くず ３１５０ ｔ／日 （１９７ ｔ／時ｘ１６時間）
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず

１８００ ｔ／日 （１１３ ｔ／時Ｘ１６時間）
がれき類 ２２５０ｔ／日（１４１ ｔ／時Ｘ１６時間）

（平成２ １年３月１ １日）

(以下１余白



許可証別紙２

事業の用に供する全ての施設

許可番号 第 ０ １  ２ ２ ０ ０ ３  ４ ４ ８ ８ 号

施設の種類

（許可年月日及び許可番号）

処理能力又は保管量

（設置年月日）
数量 設置場所

破砕施設

（施行令第７条第７号）

（令和２年９月１ ５日

第２ ０２ ０－ １ － ５ ０４号）

（合併認可：令和４年５月１０日）

廃プラスチック類

1 １． ｌ７ ｔ／日（０＿ ６９８ ｔ／時Ｘｌ６時間）

（令和３年３月４日）

１

千葉県市原市

八幡海岸通

７番１の一部、

７番３の一部、

７番４の一部

破砕施設

（施行令第７条第７号）

（平成２ ６年３月２ ７日、

第２ ５ － １ － ４ １ １号）

（合併認可：令和４年５月１０日）

廃プラスチック類

３． ０ ｔ／日（０． ５ ｔ／時Ｘ iiｉ時間）

（平成２ ６年６月４日）

ｌ

切断施設
金属くず ４４８ｔ／日（２８ ｔ／時ｘ１６時間）

（平成２ １年３月１ １日）
１

断熱フロン回収減容機 （一号）

（付帯設備）
１６０ ｔ／日（１０ ｔ／時Ｘ１６時間） １

断熱フロン回収減容機 （二号）

（付帯設備）
ｌ２８ ｔ／日（８ ｔ／時Ｘ１６時間） １

処
理

前

破砕前保管施設

２ ０８ｍ２

３ ０１ m ３
１

６ ０ｍ２

２ ７ ４ｍ３
１

５ ２ｍ２

２ ３ ６ｍ３
１

７ I ｍ２

３ ５ ７ｍ３

（コンテナＸ２ ２個）

１

切断前保管施設
２ １ ９ｍ２

８ ５ ０ｍ３
１

処
理

後

Ｍ Ｉ Ｘメタル保管施設

１ １ ４ｍ２

８ ８ｍ３

（ ２ ２ ｍ３コンテナＸ４個）
１

７ ０ｍ２

６ ６ｍ３

（ ２ ２ ｍ３コンテナＸ３個）
１

６ ６ ｍ２

４ ４ｍ３

（ ２ ２ ｍａコンテナＸ２個）
１



許可証別紙３

事業の用に供する金ての施設

許可番号 第 ０ １  ２ ２ ０ ０ ３  ４ ４ ８ ８ 号

施設の種類

（許可年月日及び許可番号）

処理能力又は保管量

（設置年月日）
数量 設置場所

処

理

後

金属くず保管施設

７ ｇ I ｍ２

３, ６ ５ ８ ｍ ３
１

千集県市原市

八幡海岸通

７番１の一部、

７番３の一部、

７番４の一部

６ ９ｍ２

１ ６ｍ３

（ ３ ２ ｍ３コンテナｘ５個）

１

廃プラスチック類保管施設

１ １ I ｍ２

２ ４ ５ ｍ３

（プレコンバッグＸ１ ７ ６個）

１

６ ３ｍ２

１ ２ ６ｍ３

（プレコンバッグＸ９ ６個）

１

１ ５ｍ２

３ ０ｍ３

（フレコンパッグＸ８個）

１

切断後保管施設
１ １ ０ｍ２

４ １ ５ｍ３ 
１

ダスト保管施設

１ ８ ０ｍ２

３ ９ ０ｍ３
１

８ ４ ２ ｍ２

２ ９ ０ｍ３

（２ ９ｍ３コンテナｘ１ ０個）
１

１ ０８ｍ２

１ ８ I ｍ３
１

ｇ ８ｍ２

１ １ ６ｍ３

（ ２ ９ ｍ３コンテナｘ４個）
１

１ ２ ４ｍ２

１ １ ６ｍ３

（ ２ ９ ｍ３コンテナＸ４個）
ｌ

脱水ケーキ保管施設

１ ０ｍ２
０． ５０ｍ３

（ ５ ０ ０ Ｌ容器ｘ１個）
１

残さ保管施設

３． ０ｍ２

１． ２ｍ３

（鉄箱）

１


